
様式第1－1号

室
一
胃支出証拠

整理番号

経費項目 調劃職賓･研修費･圃恵騨費･霊鞠誇踊憤会議質料噸漬資料篠入費事羅費慰人件費
内 容 事務所賃借料

年月 日 令和5年5月1日～令和5年5月31日 金額 25,000円

目的 政務活動を行うための事務所の賃借

使途 5月分賃借料

政務活動

県政との

関連性
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【領収証】

静岡県議会議員河原崎聖
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金額

2023年

様

¥50,000

〆 月

但 日本連合警備貸店舗 A201号室2023.5月分賃料
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代表取締役大場
島田市幸町12-20
nL(0547)37-1333
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a－f 日

内訳 家賃 ¥50,000

案分の理由

政務活動･後援会活動で

使用のため案分する。

領収書金額(a)

50,000円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

25,000円



様式第1－1号

聿
自支出証拠

更単会諄

政務活動費支出額(a×b)案分率(b)

1／2

領収書金額(a)案分の理由

政務活動･後援会活動で

使用のため案分する。 1,481円％2,962円

整理番号 ’'2－6－5－久

経費項目 調査研讃･研修費･圃就報費･蕊繍誇庵債･会議費･資料1賊費･資料購ｽ費･事務費壁画人件費

内 容 事務所電気料金

年月 日 令和5年5月24日～令和年月 日 金額 1,481円

目的 政務活動を行う事務所の電気料金

使途 5月分電気料金

政務活動．

県政との
函斗宙』注
a一一 =一■

く領収書貼付枠＞

2,962円×1/2＝1,481円
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振替払込請求書兼受領証(振込金受領証)(050501）

お支払鯛日は[一目雨丁ﾖです。 お支払期日を過ぎてお支払いいただいた場合は、

延滞利息(年利10％)を､お支払いの日以降の料金とあわせてご請求いたします。

ただし、 ご家庭や商店など低圧の電気をお使いいただいているお客さまが、

10日目まで1．s詞2Aいいただいた鳩合は､延滞利息を申し受けません℃

払込用綴の有効期限は「扉~面ﾖとなっております。
中部電力ミライズ株式会社カスタマーセンター

｜ （ゆうちよ銀行）

一

本
証
に
よ
り
当
社
の
集
金
員
が
集
金
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

裏
面
も
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。
ま

お受払期日の翌日から

00100 弓5棹 900116
加入

者名
中部電力三ライズ株式会社

令和. ．；5隼5月分
も ご

?

ご使用期間 4月3日～4月30日（日程01 ）

金額

十 日 十 ノコ 十

2

白

9

十

6

門

2

rra”込醇■■〃 ■ｰ一ーも■■ ■■ 中▼

’ ’269円

ご依顔人氏名

河原崎聖事務所河原崎聖様

さま番号・契約種別

＝
灯B

0570－048－15‘5

(携帯電話･PHSからもご利用いただけます｡）



様式第1－1号

聿
自支出証拠

棄邑氏采

整理番号 2－6－5－、夕

経費項目 調査研ｦ蹟･研修費･広聴広報費･端縮報鱸･会議費･資料作成費･資料購入費･事務費鐙酋人件費

内 一 容 事務所ガス料金

年月 日 令和5年5月24日～令和年月 日 金 額 1,235円

目的 政務活動を行う事務所のガス料金

使途 5月分ガス料金

政務活動．

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

2,250円十振丞手数料220円＝2,470円

2,470円×1/2＝1,235円
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ご利用ありがとうございます。
内容をご確認いただきお持ち帰りください。

06.520.38 （裏面もご覧ください）

年月 日

051 051 2

振替先店番･科目･口座番号

U ﾛ ■e 061

銀行番号 店番号 科目 口座番号

＊＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

お取扱店 お取引内容 お取引金額

締f詞
電信振』
守而門bW)d'

５２
０
・
●
ず２￥

,

凸 I おつり ’ 残 高

’

ｷｬｯｼﾝｸﾞ 手数料｜時刻

¥2200，0薪 00.16

お取扱い
できない場合

お
掻
込
先
明
紺
。
こ
界
陵

シス蝋オカ

フシuエタ
咽

普通7006
1）キョウェイカ“ス様

カヮラサ鯉キ.キヨ”鯉ムシヨ様
TFI nR47365700

案分の理由

政務活動･後援会活動で

使用のため案分する。

領収書金額(a)

2,470円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

1,235円



様式第]~－1号

聿
冒支出証拠

丁｢百I|産貝匡

整理番号 2－6－5－坐

経費項目 調査研ｦ蹟･研修費･広聴広報費,蠕陳標諦擴･会議費･資料ｲ伺鑪･資繩静費･事務費魁人件費

内 容 事務所水道料金

年月 日 令和5年5月24日～令和年月 日 金額 1,147円

目的 政務活動を行う事務所の水道料金

使途 5月分水道料金

関連性

く､1狽｣IX言貝白1可乍F"

2,294円×1/2＝1,147円
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案分の理由

政務活動･後援会活動で

使用のため案分する 0

領収書金額(a)

2,294円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

1,147円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議・河原崎聖）

轄理番号 2－6－5－6

経費項目 調劃f究費･研修費･広聴広報費･鏑開儲瀧債･会議費･資料胴鑪 事務費･事銅費･人件費

内 容 参考雑誌購入

年月 日 令和5年5月4日～令和年月 日 金一 額 1,320円

目的 全国的な地方自治に関する情報の把握

使途 月刊ガバナンス 5月号

政務活動・

県政との

関連性

政務活動を行う上での基本となる情報を収集する。
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上記正に領収いたしました

： 内 訳
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コクヨウケー1048

宮村 垂
日

島田市阪本1384
TEL(0547)38-

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

1,320円

案分星 K(b)

／

100％

政務活動費支仕額(a×b)

1,320円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議・河原崎聖）

整理番号

経費項目 調査研劣賓･研修費･広獅報費･蕊澗誇踵犢･会議･割怖城費 事務費･詞銅漬･人件費

内 容 参考雑誌購入

年月 日 令和5年5月8日～令和年月 日 金 額 2,470円

目的 政治経済情勢に関する情報の把握

使途 週刊東洋経済5/13号、週刊ダイヤモンド5/13号、週刊エコノミスト5/16号

政務活動．

県政との

関連性

政務活動を行う上での基本となる情報を収集する。

く領収書貼付枠＞
I

！

、
。
０
１
１
‐
１
１
０
１
‐
世
Ｉ
０
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
・
Ｉ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
ｊ
０
０
１
０
。
■
，
■

＄ ●

I

I

’

i

Ｐ
９
０
０
Ｉ
Ｒ
Ｈ
ｌ
Ｉ
ｈ
ｌ
ｌ
Ⅱ
ｌ
Ⅱ
Ｉ
Ⅱ
１
０

領収証

河原殉
耳や
王、 様

￥ ユ,窯戸0－

＝画ローーーローー一画1
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N、

Z_OZヲ年舎月9日

但卿|恥キ縮秘考惣|胸毛桃
上記花に領収致しました

㈱島田書店
代表取締役佐塚照
島田市旗指499－

外商<0547>35-607
FAX(0547>37-296
花みずき店<0547)35-302

FAX<0547)35-5020

号.耐|z〕ﾉﾐ認ト
影6号

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

2,470円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

2,470円



様式第1－1号

聿
自支出証拠

汀｢百11害且E
更単会詞

薬理番号 2－6－5－9

経費項目 調査職費研修費広聴広報費醗辮報鱸会議費鮮順媛 事務費･藷翻漬･人件費

内 容 参考雑誌購入

年月 日 令和5年5月18日～令和年月 日 金額 2,589円

目的 政治経済情勢に関する情報の把握

使途 プレジデント6/2号、週刊エコノミスト5/23.30号、週刊ダイヤモンド5/20号

政務活動

県政との

関連性

政務活動を行う上での基本となる情報を収集する。
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土Z》學3年､〈一月イ歩日

誹卜潅,戯ｿｴｮﾉﾐ斗浅，倉沙I労ヤー陥含．
f記箙に領収致しました

㈱島田書店
代表取締役佐塚照
島田市旗指499－

外商<0547)35-607
FAX(0547)37－296
花みずき店<0547)35-302■

FAX(0547)35-5020

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

2,589円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

2,589円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議・河原崎聖）

轄理番号

経費項目 調部暁費･研修費･広聴広報費･需調誇瀧債･会議費･資料作潅 事務費･事諦漬･人件費

内 容 参考雑誌購入

年月 日 令和5年5月23日～令和年月 日 金 額 2,180円

目的 政治経済情勢に関する情報の把握

使途 週刊東洋経済5/27号、週刊ダイヤモンド5/27号、wedge6月号

関連性

政務活動を行う上での基本となる情報を収集する。

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

2, 180円

案分率(b)

／

100%

政務活動費支出額(a×b)

2,180円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議・河原崎聖）

鑿理番号 2－6－5－／’

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･蕊識擦話鱸･会議費･資料侑媛 事務費･事翻漬･人件費

内 容 書籍購入

年月 日 令和5年5月25日～令和年月 日 金 額 22,220円

目的 別紙2のとおり

使途 別紙1の明細書のとおり

政務活動・

県政との

関連性

別紙2のとおり

く領収書貼付枠＞
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卸R証
金

領収証番号:咽123湖…月西日胸.03-m1麺弱2

内ｸﾚｼﾞｯﾄ舟ﾄﾞ禾脹局 極,副(師籠瀞痔翌,卿）
礎扱い等計 判(内淫誘蒔鞘）
書籍･延謨篇

但し

今
可 涛瀞‘露‘…’

卜記Iに領収いたしました。

丸善丸の内本店

〒1m-副3東京都千代田区ﾒ血内1-6-帆の内ｵｱゾｼﾖｯ九ﾚｽﾄﾗﾝ1~4階
電識3-5頭-咽1

‐／

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

22,220円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

22,220円
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聿
昌明細

〒100-8203束京都千代田区丸の内1-6-4
株式会社丸善ジユンク堂書店
丸善丸の内本店和書グループ

金額冊数単価出版社
書名ISBN

165011650
KADOKAWA

大人の教養面白いほどわかる政治・経済9784046059499

330013300
中央経済社

地方創生デジタルで救う地域社会・経済9784502457319

176011760
ライッ社

社会の変え方9784909044396

1870

日本の食料安全保障－－食料安保政策の中心にいた元事務次官|扶桑社
が伝えたいこと ’

11870

9784594093143

18701ﾕ870
薫風社

地域モピリテイの再構築9784902055412

440014400
中央経済社

社会問題を解決するデジタル技術の最先端9784502446511

198011980
ウェッジ

教養としての財政問題9784863102637

242012420日経BP 日本経済新聞出版
入門・日本の経済成長9784296113767

209012090
日経BP日本経済新聞出版

データで読む地域再生9784296114900

8801880
日経BP 日本経済新聞出版

徹底予測20234910170780236

￥22m22010

計
谷
口
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別紙2支出証拠書の目的及び政務活動・県政との関連性 NO.1

○大人の教養面白いほどわかる政治。経済

大人に必須の基礎教養である憲法、人権、金融、紛争、貿易など、様々な分野つ

いて、政治・経済を自分事として捉え、広い視点による知見を得て、今後の県政の

施策等に生かす。

○地方創生デジタルで救う地域社会“経済

地域の特徴を生かした社会・経済を創生する、仕事をつくる、人材を育成する、

人流をつくる、働き方を変える、地域間/地域内で連携する、などの事例を参考に知

見を広げ、今後の県政の施策等に生かす。

○社会の変え方日本の政治をあきらめていたすべての人へ

元兵庫県明石市長が市民中心に取り組んだ「政治を変えることができたら、私た

ちの生活は変わる」 という行政運営手法について、明石市民が感じている政治への

希望を参考にして、今後の県政運営に生かす。

○日本の食料安全保障一一食料安保政策の中心にいた元事務次官が伝えたいこと

日本の食料に迫っている危機の実像は何か。食料安全保障を考える上での基本と

なるお米・水田を主に考え、農業に起こりつつある新たな動きについての知見を得

て、今後の県政の施策等に生かす。

○地域モビリティの再構築

日本の地域公共交通は赤字経営が常態化している上に、 コロナ禍による旅客減少

でまさに存続の危機にある。少子高齢化、人口減少など社会構造の変化の中にあっ

て、地域モピリテイは、そこに住む人たちの生活維持のための「移動の確保」 とし

て欠かせないものである。この問題解決施策についての知見を得て、今後の県政の

施策等に生かす。

○社会問題を解決するデジタル技術の最先端

目まぐるしい速度でデジタル化の新たな技術が生み出され、世界が変わっていく

中で、我々の社会がその変化をどのように受け止めていくべきなのかを多角的な分

析で考察された対応策等についての知見を得て、今後の県政の施策等に生かす。

○教養としての財政問題

少子化対策の財源はますます困窮する中、スリムで効率的な社会保障制度の確立

についての知見を得て、今後の県政の施策等に生かす。
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別紙2支出証拠害の目的及び政務活動・県政との関連性 N0.2

○入門。日本の経済成長

コロナ収束を見越したこれからの経済成長のエンジンは何なのか。教育、環境な

どがどのように成長に結びつくのかについての知見を得て、今後の県政の施策等に

生かす。

○データで読む地域再生

人口減に負けずに社会課題解決に成功した自治体の成功事例を参考に知見を広げ、

今後の県政の施策等に生かす。

○徹底予測2023

これからの日本の政治､経済などについて日経ビジネスの2023年の徹底予測をな

どの事例を参考に知見を広げ、今後の県政の施策等に生かす。



様式第1－4号

支出証拠書（自動車燃料代）

（会派名・議員氏名自民改革会議・河原崎聖）【 5月分】

総走行踊誰C=B一A今回(直近の)給油B

年 月 日

前回給油願収書貼付分)A

年 月 日

区分

年月日

走行品鴎佳
kmklnkm

＜領収書貼付枠>認
4,185円×1/2＝2,092.5円＝2,093円
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政務活動費支出額(a×b)案分率(b)

1／2

領収書金額(a)案分の理由

政務活動と後援会とで案分

する。
2,093円％4,185円

、

整理番号 ’'2－6－5－/夕

(経費項目別充

経費項目

事務費

当調

※単価による充当方式 ：単価（円） ×走行距離(km)

※領収書による充当方式
・積上げ方式 ：領収書金額（円）×君丁間難QKm)/総走行足蹴（上記C) GKm)
三三今土R日眸生｢L△,ア1--ス安,△､ 、令百II▽聿全頬（国1×索当限1章雲11,a､

走行間雛(km) 積算方法※ 充当額（円）

円× km/ km 2,093

く支払証明＞上記のとおり支払った（充当した）ことを証明します6 議員氏名



様式第1－4号

支出証拠害（自動車燃料代）

（会派名・議員氏名自民改革会議・河原崎聖）【 5月分】

＜領収書貼付枠>聯乎
4,965円×1/2＝2,482.5円＝2,483円
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区分 前回給油(領収琴占付分)A 今回(直近の)給油B 総走行雁醗C=B-A

年月日 年 月 日 年 月 日

走行踞誰 km km km

(経費項目別充当額）

経費項目

事務費

※単価による充当方式 ：単価（円） ×走行M"(km)

※領収書による充当方式

.積上げ方式 ：領収書金額（円）×走行朧雛0Knj/総走行足醗（上記c) im)
､幸当K目匿割合lrr系奉令．楯UV髻今箱（円） ×充当限度割合

走行職雛(km) 積算方法※ 充当額（円）

円× km/ km 2,483

く支払証明＞上記のとおり支払った（充当した）ことを証明しまする 議員氏名

案分の理由

政務活動と後援会とで案分

する。

領収書金額(a)

4,965円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

2,483円



様式第1－4号

支出証拠書（自動車ｿ然料代）

（会派名・議員氏名自民改革会議・河原崎聖）【 5月分】

＜領収藝占付枠>黙ざ
′

2，050円×1/2＝1,025円
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楚j華言号 2－6－5－/ざ

区分 前回給油(領収書貼付分)A 今回(直近の)給油B 総走行E鴎佳C=B一A

年月日 年 月 日 年 月 日

走行距離 km km km

(経費項目別充当額）

経費項目

事務費

※単価による充当方式 ：単価（円）×走行M"GKm)

※領収書による充当方式

･積上げ方式 ：領収書金額（円）×走行M"0Km)/総走行距離（上記C) (km)
､充当限麿割合による案分：領収書令額（円） ×充当限度割合

君丁距離(km) 積算方法※ 充当額（円）

円× km/ km 1,025

く支払証明＞上記のとおり支払った（充当した）ことを証明しますb 議員氏名

案分の理由

政務活動と後援会とで案分

する 0

領収書金額(a)

2,050円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

1,025円



様式第1－4号

支出証拠書（自動車燃料代）

（会派名・議員氏名自民改革会議・河原崎聖）【 5月分】

総走行踞誰C=B-A今回(直近の)給油B

年 月 日

前回給油(領収書貼付分)A

年 月 日

区分
,一p

年月日

走行距離
kmkmkm

く領収謹占付枠＞班も

4,872円×1/2＝2,436円
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(経費項目別充当領

経費項目

事務費

※単価による充当方式 ：単価（円）×君了Mmf (km)

※領収書による充当方式

・積上げ方式 ：領収書金額（円）×走行胤雛(km)/総走行足蹴（上記C) (km)
_奉空R日磨圭li,a､lr千ス牽令．令百1I▽菫全額（国｝×布当限麿割合

走行間雛(km) 積算方法※ 充当額（円）

円× km/ km 2,436

く支払証明＞上記のとおり支払った（充当した）ことを証明します6 議員氏名

案分の理由

政務活動と後援会とで案分

する。

領収書金額(a)

4,872円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

2,436円



様式第1~－4号

支出証拠書（自動車ｿ然料代）

（会派名・議員氏名自民改革会議・河原崎聖）【 5月分】

く領収書貼付枠＞瞬吟

2,709円×1/2＝1,354.5円＝1,355円
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菩杳-号 2－6－5－/グ

区分 前回給油願収書貼付分)A 今回(直近の)給油B 総走行MEWfC=B-A

年月日 年 月 日 年 月 日

走行距離 km kln km

(経費項目別充当額）

経費項目

事務費

※単価による充当方式 ：単価（円）×君了IE@f@m)
※領収書による充当方式

･積上げ方式 ：倒又書金額（円）×君ﾃI"Gm)/総走行距離（上記C) (m)
､幸当K月匿室II,a､Ir上洛奉令＆栢収書今籠（円） ×充当限度割合

走行距離(km) 積算方法※ 充当額（円）

円× km/ km 1,355

く支払証明＞上記のとおり支払った（充当した）ことを証明します6 議員氏名

案分の理由

政務活動と後援会とで案分

する。

領収書金額(a)

2,709円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

1,355円



様式第1－4号

支出証拠書（自動車燃料代）

（会派名・議員氏名自民改革会議。河原崎聖）【 5月分】

＜領収書貼付枠>鍵3
3,020円×1/2=1,510円
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整理番号
1「頁一三戸 、唾，

Z－b－D－／づ

区分 前回給油願収書貼付分)A 今回(直近の)給油B 総走行距離C=B-A

年月日 年 月 日 年 月 日

走行踞雑 km km km

(経費項目別充当額）

経費項目

事務費

※単価による充当方式 ：単価（円） ×走行I雛＆Ⅲ）

※領収書による充当方式

･積上げ方式 ：領収書金額（円）×走行MEWfGKm)/総走行距離（上記C) 0Km)
､充当限麿割合に上る奏令:fEII回書令額（円）×充当限度割合

走行M"(km) 積算方法※ 充当額（円）

円× km/ km 1,510

く支払証明＞上記のとおり支払った（充当した）ことを証明します6 議員氏名

案分の理由

政務活動と後援会とで案分

する 0

領収書金額(a)

3,020円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

1,510円



様式第1－2号

支出証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名自由改革会議・河原崎聖）

E¥戸

薬理番号 2－6－5－/'

経費項目 く調蔀電研修費
内 容 構想日本年会費

年月 日 令和5年古月 ～ （｡一月 金 額
歩,”
ｰ＆円

会の趣旨．

目 的

まちづくり ・医療・教育など、様々な分野の現場をつなぎ、政策提言と同時に具体的な活

動を行う 「動くシンクタンク」を目指している。

会の活動

内容等
様々な分野の政策提言、事業仕分けや住民協議会といった地方自治の現場での活動

嘩
誕

活動。

との

関連性

県政とかかわりのある様々な政策分野を取り上げており、この会が始めた事業仕分けは静

岡県でも実施されている。

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

‘,7う7
箒誇円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

6,7jf
ー鋪 円
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様式第1－2号

支出証拠書（各種団体会費）
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振替払込請求書兼受領証 ！

年会費10,000円の内、 2023年1月～2023年3月分
（年会費10,000円十謬料110円）

10,110円×3/12＝2,527.5円＝2,528円
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規程）師罰･事業概要 その他（※添付書類 この受領証は､大切に保管して<たごい。

政務活動費支出額(a×b)案分率(b)

／

領収書金額(a)案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。
2,528円100％2,528円
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一般社団法人榊想日本協力会員会費規程 協力会員の特典

第6条当法人の協力会員は、協力会員の湿りに応じて、別
るものとする。目的

第1条この規程は、一般社団法人構想日本（以下、 「当法人」 という）の定款第6条及び
第7条に基づき、当法人の目的を遵守し当法人の活動を支援する協力会員に関し必要な事
項を定めることを目的とする。

協力会員資格の譲渡禁止

第7条協力会員は、協力会員としての資格を、第三者に貸与その他の方法で使用させて
はならず、贈与、売却、その他の方法で譲渡し、あるいは担保設定の対象としてはならな
い。

私的利用範囲外の利用禁止

第8条協力会員は、当法人が承認した場合を除き、当法人を通じて入手したいかなる情
報も複製､販売、出版､送信､放送その他私的利用の範囲を越えて使用することはできず、
また、第三者をして使用させることはできない。

協力会員の区分

第2条当法人の定款第5条に定める協力会員は次の各号に区分する。
(1)法人会員A・

(2)法人会員B

(3)法人会員c

(4)個人会員

(5)学生会員

2前項各号の協力会員は､法人化以前に入会した者との整合性を保つため､(1)理事会員、
(2)一般会員、 (3)シンクネツト法人会員、 (4)シンクネツト個人会員、 (5)シンクネツト学
生会員と呼ぶものとする。

入会申請

第3条当法人に入会を希望する個人又は団体は､当法人のホームページ上の申込みフォー
ムへの入力のほか、入会申込書に必要事項を記入して申し込む方法などにより入会の意思
を当法人に伝えた上で、所定の会費を負担する。

入会

第4条代表理事は､前条の入会申舗があった場合、協力会員として承認する。
2前項の規定にかかわらず､入会申謂者が以下の何れかの項目に該当する場合､その者の
入会を承開しないことがある。

（1）過去に本規程違反等で除名処分を受けたことがある場合
（2）入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがある場合

退会

第9条協力会員は、任意に随時退会することができる。
2退会の時期にかかわらず、既納の入会金及び会喪は返還しない。

改廃

第10条この規程を改廃しようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

補則

第11条この規程に定めのない協力会員に関する必要な事項は､代表理事が別に定め､特
に重要な事項については理事会でこれを定める。

入会金及び会費

第5条当法人の入会金及び会費は、協力会員の種別に応じて、別表1に掲げるところに
よる。

2協力会員としての資格は､第4条に定める代表理事の承認後､前項の納入を当法人が確
認した時に発生する。

－2－
－1－
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（構想日本
同■『圭句

河原崎聖様

拝啓寒冷の候、河原崎様におかれましては蓋なくお過ごしのことと存じます。
日頃は構想日本の活動に会員としてご指導、ご支援を賜わり、厚く御礼申し上
げます。

さっそくで恐縮ですが、ご入会いただいております「構想日本個人会員」の

会員有効期限がく2022年12月31日＞で満了となります。

河原崎様には、栂想日本の中心的な会員として引き続き活動を支えていただ

きたく、ご継続くださいますようお願い申し上げます。

桝想日本は、今年の4月で活動を始めてまる25年になりました。この間続

けてきた「自分ごと化会議」の参加者は累計1万人を超え、新しい民主主義の

あり方として、注目されております。

コロナ禍で明らかになった行政の後進性はじめ、政治、経済ともに問題山頼

みです。政治、行政課題に外から切りこんでいく団体がほとんどない中で、構

想日本は全力でこれらの問題に取り組み、必ず世の中の、そして会員のみなさ

まのお役に立つ覚悟です。そして、いただいたご支援はそのために無駄なく使

い切ります。

どうかよろしくお願い申し上げます。

末篭ながら、河原崎様のますますのご発展とご健勝を心よりお祈り申し上げ

ます。

敬具

2022年12月吉日

※年会費の有効期間は、入会日からユ年間とする。

＜円h ﾛーヘ

会員の懇談会への参加

イザリー会灘柵成員と識者等を囲んでの昼食全
価二jy: 1 ．世 n

pf ﾛ , ,
■ ﾛ d ■

※（3）個別相談への対応 栂想日本

代表加藤秀樹
附則

この規程は、平成27年3月27日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

－3－

麺部千代田区平河訂2拳'2ｴｽパﾘｴ平河町3F産日9102.00”lctO3-5275.5607 『･ 03,5275.5617 卜IIP:〃WWvvtkojpnIppon.｡咽

会員種別 入会金 年額会費(1口当たり）

法人会員A 30万円 300万円

法人会員B 30万円 50万円

法人会員c 5万円 10万円

個人会員 2千円（肥B申請は免除） 1万円

学生会員 2千円(W配申請は免除） 2千円

会員菰別

特典区分

J,I.ニュース受

け取り （郵送）

J･ェ.フォーラム

への無料参加

会員懇談会

への参加

※（1）

ア
会
ドパイザリー

酸への参加

※（2）

個別協力

※（3）

法人会員

A
● ●（従業員可） ● ● ●

法人会員

B
● ●（従業員可） ● ● ●

法人会員

C
● ●（従業員可） ●

個人会員 ● ● ●

学生会員 ● ● ●



様式第1－2号

支出証拠書（各種団体会費）
‐'_ヘ"￥

政務活動費支出額(a×b)案分率(b)

／

領収書金額(a)案分の理由

政務活動に資する団体会

費のため、全額充当する。
1,833円100％1,833円

／

経費項目 顧査研究夢 研修費

内 容 島田市国際交流協会年会費

年月 日 令和5年4月28日～ 年 月 日 金 額 1,833円

会の趣旨．

目 的
教育、文化、 スポーツ及び産業経済等の国際時代にふさわしい地域発展の向上

会の活動

内容等
国際交流活動、国際協力活動、国際時代に対応する研修等

政務活動．

県政との

関連性

会員相互の交流、情報交換及び研修が行われ、今後の世界工再ﾛの進展に伴い、国際時
代にふさわしい地域発展の向上が図られる。
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(1)会長 1人

（2）副会長3人以内
（3）会計1人

（4）理事19人以内
（5）監事2人

2理率は、友好委員会から選出された3人以内の会員及び行政関係者とする。
3友好委員会及び行政関係者に関する必要な事項は、別に定める。

（役員の選任等）

第10条会長は、総会において会員の中から選任する。
2副会長及び会計は、総会において理事の中から選任する。
3監率は、総会において会員の互選により選出する。
4理事及び監事は、兼ねることができない。
5 名誉顧問及び顧問は、理事会において推薦し、総会の承認を得て委嘱する。

（役員の職務）

第11条会長は、協会を代表し、協会の業務を統括する。
2副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あ
らかじめ会長が指定した順序により、その職務を代理する。
3会計は、協会の会計を総括する。
4監事は、協会の業務及び会計状況を監査する。
（委任及び代理）

第12条会長は､その職務の一部を目'1会長に委任し､又は代理させることができる。
（役員の任期）

第13条役員の任期は、 2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任
期間とする。

2役員は、再任されることができる。
3役員は､辞任し､又は任期が満了した場合においても､後任者が就任するまでは、
その職務を行わなければならない。

第5章総会
（総会の構成と種別）

第14条総会は、会員をもって榑成する。
2総会は、定期総会及び臨時総会とする。

（総会の開催）

第15条定期総会は、毎年ユ回開催する。
2臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
（1）理事会が必要と認めたとき。

（2）会員の3分の1以上から､会議の目的を記載した書面により開催の請求があっ
たとき。

（総会の招集）

第16条総会は、会長が招集する。
2会長は、前条第2項第2号の請求があったときは、その請求のあった日から30
日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3総会を招集するときは､会雛の日時､場所、 目的及び審議事項を記載した書面を

島田市国際交流協会規約

第1章総則

（名称）

第1条この協会は、島田市国際交流協会（以下「協会」 ） という。
（目的）

第2条協会は、国際交流に関わる全ての人たちの友好親善を基調として、教育、文
化､スポーツ及び産業経済等の広範な国際交流並びに国際協力を推進し、国際時代
にふさわしい島田市の発展に寄与するとともに､世界平和の進展に資することを目
的とする

（率業）

第3条協会は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
（1）国際交流及び国際協力に関する事業
（2）国際理解を推進するための啓発事業
（3）会員相互の交流を図る事業
（4）その他協会の目的を達成するために必要な事業

第2章会員

（会員）

第4条会員は、協会の目的に賛同して入会した個人、家族、団体及び法人とする。
2会員は、第6条に規定する会費を12月末日までに納入しなければならない。

第3章入会及び脱退

（入会）

第5条会員として入会しようとするものは､入会申込書を会長に提出し、その承認
を受けなければならない。

第鰐些費朧､次の各号に掲げる区分に応じ､当蕨餐号に定める額とする．
（1）個人会費年間1口 2,000円

（2）家族会員年間1口 3,000円
（3）団体・法人会費年会ln lOjOOO円
（退会）

第7条会員が退会しようとするときは、その旨を会長に届けなければならない。
2会員が死亡し､又は会員である団体若しくは法人が解散し､若しくは消滅したと
きは、退会したものとみなす。

3 会員が3月末日をもって、当該年度の会費を未納であったときは､退会したもの
とみなす。

（会費の不返還）

第8条退会したものの既納の会費は、返還しない。

第4章役員

（役員）

第9条協会に次の役員を置く。
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もって、開催日の7日前までに会員に通知しなければならない。
（総会の機能）

第17条総会で審議する事項は、次に掲げるものとする。
（1）規約の制定及び改廃に関すること。
（2）事業計画及び収支予算
（3）事業報告及び収支決算
（4）その他協会の運営に関する重要な事項
（総会の議長）

第18条総会の織長は、総会の出席者の互選とする。
（総会の定足数及び議決）

第19巣~総套は:会員の2分の,以上の出席がなければ､悶催走る菫渥さ壁1？
2総会の議事は､出席した会員の過半数の同意をもって決し､可合同数のときには、
再度、理事会へ差し戻すものとする。
3やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は､あらかじめ通知された事項
について書面をもって表決し､又はほかの会員を代理人として表決を委任すること
ができる。

4前項の規定により表決した会員は、第1項、第2項、第20条第ユ項第2号の適
用については、総会に出席したものとみなす。
（総会の議事録）

第20条総会の礒事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら
ない。

（1）総会の日時及び場所
（2）出席した会員の数
（3）議決事項

（4）議事の経過の概要及びその結果
（5）議事録署名人の選任に関する事項
2議事録には､議長のほか、出席した会員のうちからその総会において選任された
難事録署名人2人以上が署名しなければならない。

第6章理事会

（理事会の構成）

第21条理事会は、会長、副会長、会計及び理事をもって構成する。
2理事会は、必要があると認めるときは、有識者の出席を求めて意見を聴き、又は
資料の提出を求めることができる。
（理事会の開催）

第22条理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
（1）会長が認めたとき。
（2）理事の3分の1以上から､会議の目的である事項を記戦した書面により開催の
謂求があったとき。

（理事会の招集）

第23条理事会は、会長が招集する。
2理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記戦した書面
をもって、開催日の7日前までに理事に通知しなければならない。

（理事会の機能）

第24条理事会の議決を経なければならない事項は、次に掲げるものとする。
（1）総会に付議すべき事項
（2）その他総会の蟻決を要しない協会の業務の執行に閲する率項
（理事会の議長）

第25条理事会の駿長は、会長又は副会長がこれに当たる。
（理事会の定足数及び議決）

第26条理事会は、理事の過半数の出席がなければ、開催することができない。
2理事会の議事は､出席した理事の過半数の同意をもって決し､可否同数のときは、
議長の決するところによる。
3理事会の出席は委任状を以って、これに代えることができる。
（理事会の議事録）

第27条理事会の議事については、吹の事項を記載した議事録を作成しなければな
らない。

（1）理事会の日時及び場所
（2）出席した理事の数
（3）諺決事項

（4）議事の経過の概要及びその結果

第7章事務局

（事務局の設置等）

第28条協会の事務を処理するため、事務局（島田市中央町1番の1文化資源活
用課内）を置く。

2事務局には、事務局長その他の職員を極く。
3事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

第8章資産

（資産の構成）

第29条協会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
（1）会費

（2）補助金

（3）基金

（4）寄附金品

（5）事業に伴う収入

（6）資産から生ずる収入

（7）その他の収入

（資産の管理）

第30条協会の資産は、会長が管理し、その方法は、会長が理事会の議決を経て別
に定める。

2前条第3号に掲げる基金については､協会事業の目的のほかに使用してはならな
い。

3前条第3号に掲げる基金のうち、協会段立時の基金については、関係友好委員会
事業の目的のほかに使用してはならない。

4．･3
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第9章事業年度等
（事業年度及び会計年度）

第31条協会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日
に終わる。

（事業計画及び収支予算）

第32条協会の事業計画及び収支予算は、事業年度ごとに会長が作成し、総会の厳
決を得なければならない。

（事業報告及び収支決算）

第33条協会の事業報告及び収支決算は、事業年度ごとに会長が作成し、監事の監
査を経て、総会の認定を得なければならない。

第10章解散

（解散）

第34条協会は､総会において出席者の4分の3以上の同意を得なければ解散する
ことはできない。

2解散のときに存する残余財産は､総会の議決により決定した団体に寄附するもの
とする。

第11章雑則

（委任）

第35条この規約の施行について必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定
める。

附則

（施行期日）

1 この規約は、平成25年度設立総会の礒決の日から施行する。
（役員の任期の特例）

2 この規約の施行の日 （以下「施行日」 という。 ）以後に最初に第11条の規定に
より選任され、又は任命される役員の任期は、第14条第1項本文の規定にかかわ
らず、選任され、又は任命された日から平成27年3月31日までとする。
（事業年度の特例）

3平成25年度の協会の事業年度は､第32条の規定にかかわらず､施行日から平成
26年3月31日までとする。
附則

この規約は、平成27年4月1日から施行する。
附則

この規約は、平成31年4月1日から施行する。
附則

この規約は、令和2年4月ユ日から施行する。

5



様式第]~－1号

聿
自支出証拠

整理番号 2-6-5-久／

経費項目 鰯研修費広卿紘報費鶏鞠誇瀧攪会議費資料儒媛 ･資料購ｽ費･事務費･事緬費･人件費

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和5年5月11日～ 年 月 日 金額 840円

目的 会派政務調査会

使途 交通費(JR東海道線六合駅〈二>静岡駅往復）

関連性

会派内で今後の政務調査関係の重要案件について意見を調整､集約し､県政の発展に役
立てる。

く領収書員占付枠＞

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

840円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

840円



様式第1－1号

聿
自支出証拠

政務活動費支出額(a×b)案分率(b)

／

領収書金額(a)案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。 840円100%840円

整理番号

経費項目鰯 研修費･広聴広報費･覇熊辮鑛･会議費･資料侑婚･資繩静費･事務費．》、
･人件費

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和5年5月18日～ 年 月 日 金額 840･円

目的 健康福h暗Bの施策内容聴取

使途 交通費(JR東海道線六合駅舎静岡駅往復）

関連性

健康福*l脆策の内容を確認し、今後の県政の発展に役立てる。

く領収琴占付枠＞



様式第1－1号

聿
冒支出証拠

訂｢百｢I塵且E

薬理番号 2－6－5-&､j

経費項目 詞電研修費I却紘報費要諦標諦鱸:会議費資料伸i費鋼購蹟事務費事翻漬人件費
内 容 全国災害ボランティア議員連盟令和5年度総会

年月 日 令和5年5月12日～令和年月 日 金 額 12,240円

目的

国・都道府県・市町村の災害ボランティア活動や防災に関心のある議員（超党派）が、
防災や減災､復興支援に関する調査研究を行い､それぞれの議会での活動に役立て､地
域防災力の向上に資する。

使途 交涌費
JR東海道線島田駅舎東京駅往復

東京メトロ 東京駅骨国会議事堂前駅往復

政務活動

県政との

関連性

国・都道府県・市町村の災害ボランティア活動や防災に関心のある議員健党派）が、
防災や減災､復興支援に関する調査研究を行い､今後の県内地域の防災力向上に生かすb

く領収書員司寸消昌＞

｛

領収書は別紙のとおり

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

12,240円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

12,240円
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紙

R東海道線（新幹線を含む）

島田駅今東京駅（住復） 11,880円

別

東京メトロ

東京駅→国会議事堂前駅180円
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．ご利用ありがとうございます．
．この領収書は大切に保存してください。

￥180お取引内容:きっぷ

I

’

卜記金額を領収いたしました。

ご利用日付 2023年05月12日

時刻 12時55分

伝票番号g17614

東京地下鉄株式会社

地東京駅券O2発行

東京メトロ

国会議事堂前駅→東京駅180円
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羽日付 2023年Ob月1ZE
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様式第2号

＊本概要書は、県外における調査研究活動のために政務活動費を支出した場合に提出する。

県外調査概要書

令和5年6月8日

会派名・議員氏名 自民改革会議・河原崎聖

目 的 災害対策についての知見を得る。

年月 日 令和5年5月12日(金）

場 所 衆議院第一議員会館東京都千代田区）

内 容

1行程

島田一静岡一東京一国会議事堂前(往復電車利用）

2応対者

谷公一防災担当大臣、滝波宏文参議院議員、川上哲也岐阜県議会議員、

細川かをり福井県議会議員など

3聴取内容

防災政策についての意見交換

4県政への反映

全国災害ボランティア議員連盟では、年数回、参加議員による意見交換

や情報交換を行っている。会長であり、防災担当大臣でもある谷公一衆

議院議員からは、ここ数年で特に激甚化している風水害に加え、一週間

前に発生した能登半島での地震や直前に発生した千葉県の地震など、地

震災害に対する備えも重要になってきているとの指摘があった。また、

他の参加者からは、東日本大震災から12年が経過する中で、被災地の

復興が思うように進んでいないという話があり、改めてその原因や背景

を確認し、今後の対策を考えるべきと方向が示された。災ボラ議連にお

ける今年度の主要な研究テーマにすることになったが、静岡県にとって

も重要な視点になるものと考える。



様式第1－1号

聿
日支出証拠

名・議員E

整理番号 2-6-5-&学

経費項目 緬萄 研修費･広卿報費･雰識儲瀧憤･会議費･資料侑戎費･資料購入費･事務費･事諦漬･人件費

内 容 石川県珠洲市視察・地震被災地聞き取り調査

年月 日 令和5年5月15日～令和5年5月16日 金額 17,480円

目的 地震被災地の視察及び災害状況・対策等についての調査

使途 交通費
新栗名高速道路（島田金谷Ic)－東海環状自動車道一東海北陸自動車道一

北陸自動車道（金沢東第-IC)往復

関連性

地震被災地の視察及び聞き取り調査を行い、今後の県内地域の防災力向上に生かす6

く領収書貼付枠＞

領収書は別紙のとおり

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

17,480円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

17,480円
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別紙

北陸自動車道（金沢東第-Ic)~

新東洛高速道路（島田金谷IC) 8,740円
新東名高速道路（島田金谷Ic)~

北陸自動車道（金沢東第-IC) 8,740円

１
１
１
１

ご利用ありがにうございます。

蚕雷鳴匡旦
i 料金所では一旦停車してください。

禾u.用言正巳月需

｜料金所 島田金谷
｜お問合わせは．中日本お客さまセンター
フリーダイヤル0120－922－229
上記番号をご使用になれないお客さまは

| TEL O52-223-0333(有料）

’23年5月16日17時39分

車種普通

通行料金 ￥8， 740－

（外対）

一入ロ料金所一金沢東第一

VISA 有効期限米＊年末来月

｜会員番号 （支払－ 1回払い）

ご利用ありがとうございます。

學瀞鰐星旦
料金所では一旦停車してください。I

手'｣月引言正巳月書’
’

1

｜ 料金所 金沢東第一
‘ お問合わせは、中日本お客さまセンター
， フリーダイヤル0120－922－229
｜ 上記番号をご使用になれないお客さまは

I TEL O52-223－0333(有料）

23年5月15日12時31分

車種普通

通行料金 ￥8， 740－
（外泌ﾄ）

一入口料金所一島田金谷

VISA 有効期限氷水年氷水月

I

’

会員番号 （支払－ 1回払い）1
1

’
I

I

承認番号： 725379

‘ ﾌﾘｰﾀｲﾑ通勤パス割引ﾓﾆﾀｰ募集中!
， 詳しくは「速旅」で検索！

中日本高速道路株式会社

i 愛知県名古屋市中区錦2－18－19
・ 取扱番号201-01380831 -02

■■

承認番号：703510

通行料金は、消費税率10％対象です。

中日本高速道路株式会社

愛知県名古屋市中区錦2－18－19

取扱番号20ヨー00701346-00
■ﾛ’



様式第2号

＊本概要書は、県外における調査研究活動のために政務活動費を支出した場合に提出する。

県外調査概要書

令和5年6月8日

会派名・議員氏名 自民改革会議・河原崎聖

目 的 災害対策についての知見を得る。

年月 日 令和5年5月15日(月)16日(火）

場 所 珠洲市役所(石川県珠洲市)、珠洲市内被災地

内 容

1行程

島田・金谷IC－金沢東IC－珠洲市(往復自動車利用）

2応対者

泉谷満寿裕珠洲市長など

3聴取内容

5月5日に発生した震度6強の地震災害

4県政への反映

石川県珠洲市では、 5月5日に震度6強を記録する強い地震があった。

この2年間ほど群発地震が続いていたが、その中で最も強い揺れであ

り、揺れ方もそれまでは縦揺れが多かったが、今回は横揺れであったと

いう。市内を視察したところでは、建物の倒壊があったのは正院町地区

に集中していたが、危険・要注意という貼り紙はそれ以外の地区にも広

く貼られていた。海沿いに古い木造住宅が密集しているところがあり、

被害の程度も大きかった。今回、幸いにも人的被害は比較的少なかった

が、泉谷市長の話では復旧に向けて困難な問題があるという。原因は、

すでに5割を超えている高齢化の進展で、復旧のための財政的な支援策

が現在の制度では不十分ということであった。県内にも高齢化が進んだ

地域があることから、今回の災害を研究し、事前の備えを行う必要があ

ると感じた。



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議・河原崎聖）

整理番号 2－6－5－久合‐

経費項目 雷電研修費…賢端卿需:鑛会識資料鰄費鋼絢費塞費…人件費
内 容 石川県珠洲市視察・地震被災地聞き取り調査

年月 日 令和5年5月15日～令和5年5月16日 金額 6,600円

目的 地震被災地の視察及び災害状況・対策等についての調査

使途 宿泊費

政務活動

県政との

関連性

地震被災地の視察及び聞き取り調査を行い、今後の県内地域の防災力向上に生がす。

く領bZ書貼付枠＞
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■

1

1

領 収 証

珂屑、埼嘩 様

￥ 必 〃〃i一

令和〈一年合月 ′
■

有難うございました。又のお越しをお待ち申しております。

墓

ろ

〒927-1214石川県珠洲市飯田町26-42-1
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

6,600円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

6,600円



様式第1－1号

聿
昌支出証拠

名・議員氏宅

政務活動費支出額(a×b)案分率(b)

／

領収書金額(a)案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。
11,000円100％11,000円

経費項目 緬淘 研修費.広聴広報費･覇轤諦猿･会議･緋昨鑪･資料購入費･事務費･事謝費･人件費

内 容 第15回日本自治創造学会研究大会

年月 日 令和5年5月24日～令和年月 日 金 額 11,000円

目的
地域に根差した実践的な研究と会員相互の交流を通じて､地域主権国家にふさわしい目
立・自律的な地方自治を創造するための研究大会

使途 参加費 ．

政務活動

県政との

関連性

これからの県政と関わりのある様々な政策分野を研究大会で調査研究することで､県内
の自治体の地域活幽上施策提言に生がj~b



1－6－ﾀｰｭ

日本白澄創I拾学会第】墨画珊究大会の開催につじ、て
（-認レス発表責奉I)

DxB寺代の地方層u生

～蛾自治力戦を高める～

2023年5月24日（水) 13:00～17:30

25日（木) 10:00～15:05

明治大学アカデミーコモン棟3階アカデミーホール

東京都千代田区神田駿河台1－1

日時

場所

《発表内容》

第1日 〔5月24日 （水）〕
①講演「DX時代の日本の原動力を考える」 東京工業大学学長益一哉(13:10～13:50)
②講演「社会インフラ管理の重要性と人材育成」
㈱ベイシスコンサルティング代表取締役社長・北海道大学客員教授石川雄章（13:50～14:40）

③事例発表 （14:50～15:50)
発表内容 「新たな議会の挑戦～議員政策条例の推進～」

田村琢実（埼玉県議会議員・元議長）
｢埼玉県議会へ問う､地方議会のあり方帆」

④自治体事例発表～DX時代の個性あるまちづくり～ (15:50～17:30)
発表内容 「教育と音楽とスポーツの個性あるまちづくり」

清水聖義（群馬県太田市長）
「スマートシティの新たな挑戦」

宮元陸（石川県加賀市長）
「ひと・まち・未来が輝き世界につながるまち」を目指して

中村一郎（岩手県盛岡市副市長）

＊改革発表会～改革大発信・ベスト1の選出～（17：40～19:20）
〔講師・学会役員・会員・研究大会参加者〕

第2日 〔5月25日 （木）〕
①講演「地域の活性化と組織の自立･連携」

財務省大臣官房政策立案総括審議官渡部晶(10:00～10:50)
②講演「出生率2．95人口維持のまちづくり～町全体での子育て～」

岡山県奈義町長奥正親（10:50～11:40）

③パネルディスカッション「自治力を高めるには！」 （13
パネリスト

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

参加費：会員13,000円（年会費含む)、非会員15,000円、大学院生3,000円
＜大会参加者＞

地方議員く都道府県議員、市区議員、町村議員>、国会議員、首長、大学教員、自治体職員、
学者、シンクタンク研究員、テレビ・新聞記者などマスメディア関係者、大学院生等約400～500名

＜お問合せ＞一般財団法人日本自治創造学会事務局TELO3-5846-9227 ewimil:info@jsozo.0rg
〒101-0025東京都千代田…""T2-24鈴惣臼し301号室岬0法人j防自…"f内

☆参加申込みは、 FAX及びホームページから FAXO3-5846-9228 IP: ht叩:"jsoZD.0rg
申込みは、氏名・所属・連絡先が必要です。



様式第1－1号

聿
冒支出証拠

更革会誇

政務活動費支出額(a×b)案分率(b)

／

領収書金額(a)案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。 12,900円100%12,900円

整玉狸番号 2-6-5-K7

経費項目 緬萄 研修費.広N紘報費･鶏調靜瀧情･会議･資料作成費･資粥艤ｽ費･事務費･率濱･人侭賓

内 容 第15回日本自治創造学会研究大会

全国みかん生産県議会議員対策協議会

年月 日 令和5年5月24日.～令和年月 日 金額 12,900円

目的

1日本自治創造学会研究大会

地域に根差した実践的な研究と会員相互の交流を通じて、地域主権国家にふさわし
い自立・自律的な地方自治を創造するための研究大会

2全国みかん生産県議会議員対策協議会
みかん生産に関する国及び他県との意見交換

使途 交通費
1R東海首線島田駅骨東京駅 往復

東京メトロ 東京駅今I鈴款蛎荊泳
季

閲啄→州",卜駄．

関連性

1日本自治創造学会研究大会

これからの県政と関わりのある様々な政策分野を研究大会で調査研究することで、
県内の自治体の地域活幽上施策提言に生かす6

2全国みかん生産県議会議員対策協議会
柑橘生産地の体質掴上に関する提案により、本県のみかん産業の振興を図る。

く領収書貼付枠＞

領収書は別紙のとおり
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別紙

鴛儀二'辨糊’
1
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JR東海道線（新幹線を含む）
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様式第2号

*本概要書は、県外における調査研究活動のために政務活動費を支出した場合に提出する。

県外調査概要書

令和5年6月8日

会派名・議員氏名 自民改革会議・河原崎聖

目 的 柑橘政策についての要望活動と地方自治政策についての研修

年月 日 令和5年5月24日(水)25日(木）

場 所 衆議院第二議員会館、明治大学アカデミーコモン東京都千代田区）

1 行程

六合一静岡-東京一国会議事堂前一御茶ノ水一東京一静岡一六合一(往復電車利
↑

用）
:Y(胤戸

2応対者

別紙の通り

3要望内容・聴取内容

別紙の通り

4県政への反映

農林水産省の関係する部署に、別紙のような内容の要望を、会員の県議

会が手分けをして、書面を手渡した。昨今の燃料．肥料の高騰対策に加

え、急傾斜地での作業を念頭に入れた支援や、 さらには、産地の高齢化

や担い手不足を解消するための生産組合の設立など、我が県にとっても

重要な視点が含まれている。今後は、みかんばかりでなく、緑茶など他

の作物も合わせて生産する組織を作り、それを核に農政全体を見直すべ

きではないかと感じた。 日本自治創造学会では、DXをキーワードに研

修が行われたが、二日目の地域づくりに金融の視点から取り組む財務省

担当者のお話に感銘を覚えた。また、 「スポーツによるまちづくり」 「老

いる日本にとっての観光業の死活的重要性」 という視点は、静岡県にと

っても極めて重要であった。
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第5号議案

z-j-s-17

かんきつ産地の体質強化に関する提案

〆

1 提案書

○別添

○別冊

重点要望事項

かんきつ産地の体質強化に関する提案（令和5年5月）

製本冊子、見え消し版冊子

･急峻な土地を有効利用したかんきつ栽培に取り組み、地方で生き抜いてきた中山間地域

の発展なしには農業の持続的な成長はもとより、食料の安全保障も成り立たないため。

､燃油をはじめ肥料、農薬、被覆資材等生産資材全般の価格高騰に対し、生産者の経費削
減の努力のみでは経費の増大を回避することは困難であるため｡．

f-' . b L I ( 1 ノ （色ﾉ剣』.L1生員示』

･基盤整備による果樹園地造成は1～2haで行われることが多く、当該事業の要件(5ha)

では事業を活用できる生産者が限られるため。

P. 6 [1 (1) (乙ノク』 L不ﾛ歌山呆』q

"かんきつは加工業務用向けに栽培することが少なく、野菜等と比べてポイント取得が困

難で不公平となるため。

q

(1)急峻な傾斜地で大変な努力を積み重ねる全国のかんきつ生産者が安心して栽培を継続
、

できるよう、政府において現在見直しを進めている「食料・農業・農村基本法」に中山

閻弛域におけるかんきつ産地の重要性を位置づけるとともに､必要な施策を講じること。

(2)生産コスト上昇に見合った適正な農産物の価格形成の仕組みづく

議論を進めるとともに、国民に対して、

いう現状の理解醸成を図ること

りについて引き続き

農産物においても生産コストがかかっていると

。 。

(3) ｢未来型果樹農業等推進条件整備事業(新産地育成型､既存産地改良型)｣については、

面積要件の緩和を図ること。

(4) 「強い農業づくり総合支援交付金(産地基幹施設等支援タイプ)」における「輸入農畜産
物の国産への切替えの推進加算ポイント」を削除すること。



’

P.. 7 [1 (1ノ （とノコ』 Lf中宗Jll宗』

､段々畑であるかんきつ園では、農地災害復旧事業費が農地復旧限度額を超えることによ

り、生産者が復旧を断念する恐れがあるため。

.「棚田地域振興法」に基づく 「棚田地域指定」は水田1ha以上が含まれていることが要件
となっており、 ｢棚田」同様に多面的機能を発揮し、保全活用を図るべき「段々畑」のあ

る傾斜地かんきつ産地のみでは指定が受けられないため。

P. 9 [1 (2)①エ】 【広島県、熊本県」

、 トレーニングファーム候補園は、新植、全面改植が必要な耕作放棄地や老木園が多く、
整備後に新規就晨者へ引き渡すまでの管理に労力や経費がかかるため。

P. 15 LZ (ヱノuノィ』M､u可べﾄu示』 ．

風本来､国の植物防疫官が実施すべき栽培地検査等を､県推薦の検査補助員(JAや県職員）
が担っており、人員が限られる中で大きな負担となっているため。

､輸出を拡大するには、生産園地の検査補助員を増員する必要があるが､ JAや県で検査等
を担うのは限界があるとともに､日額2，600円では他に受け手を探すのは難しいため。

一

一

(5)農地災害復旧事業における農地復旧限度額の見直しを行うこと。

(6)かんきつの段々畑も「中山間地域等直接支払交付金」の棚田地域振興加算の対象とす
鳥屋ルー P

(7) 「果樹経営支援対策事業（新たな担い手の支援)｣でのトレーニングファームや居抜き
園地整備にあたっては、新植・全面改植や新規就屡者に引き渡されるまでの管理経費も
壹穰対象に加えること。

(8)ベトナム向け温州みかんの栽培地検査を、 国の責任で実施できるよう体制整備するこ

歩一 ．



第6号議案

望 先 一 覧 (案）
壼
菫 (令和5年5月第1回総会時）

い
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唾
１
軸
Ｉ
廻
勺

勇 子打.l則り卜の雲望宍にl弍頭I至省・将別面会にかかる要望病副に

【展林水産省】和欧山県． （艮村振興局）熊本県 （展産局）静岡閑 【財務省】 【環境省】 ‐ 【内閣官房・内閣府】

農林水産大臣. 野村哲郎 局長 青山豊久 局長 平形雄策 財務大臣 鈴木俊一 環境大臣 西村明宏 内閣総理大臣 岸田文雄

庵赫ﾌk痒副大庫 野中厚 次長 安部伸治 牛産振興宙醐官(兼園産局） 安岡澄人 ･雪、 財務副大臣 秋野公造 環境副大臣 山田美樹 内閣官房長官 松野博一

■林ﾌk産犬匿耐悪官

勝俣孝明

角田秀穂

審議官(兼腰村振興局）

総務課長

林泰三

神田官宏

組務諜長

牛産群准宰痔

高橋一郎 ，‐

坂田尚史

財務副大臣

財務大臣政務官 ．

井上貴博

二小｣ヨヨ

環境副大臣

原L見'へ巳l騏砺巳

小杯戊制

国定勇人

rユU-fロエ1UuH＝＝ず、ー、一戸』ーｰ早〃

閥I…tUpndロヨヘ里､砲R白壁U幽因戸エタ

後藤茂之

J剴封'へ座】』

農林水産大臣政務官 藤木眞也 展村政策部長 佐藤一絵 国際宰晨 荒木智行 財務大臣政務官 金子俊平 環境大臣政務官 柳本顕 内閣府副大臣 。 藤丸敏

農林水産事務次官 横山紳 地域振興課長 富田晋可 園芸作物課長 今野恥 財務事務次官 茶谷栄治 環境事務次官 和田篤也 内閣府副大臣 星野剛士

和田義明和田義明圃林水産審講官

(大臣官房）、グ、ｰ臣些一〆

小川良介

ﾛ欧山県 ．▼＝夕Oも

中山間地域・日本型直接支払室長

鳥獣対策・農村環境課長Jﾛ四国、ク泊旦卒…ロョーやP…÷~

野中振挙

H跿泗止央凹毛もF一一一～

園芸流通加工対策室長

花き産業・飾灼圃需園室長

望ジ D DT

小宮英稔

（主計局う

局長

）

新川浩嗣
－1 －宮 量目～一子子埠寺全. 、二一 I

内閣府大臣政務官

内閣府副大臣

鈴木英敬JH1IHー

官房長

総括審謹官

IL － ｺ■ 寺内

渡邊毅

杉中淳

一■ 、ﾛﾏ■■▲ー与帝一＝

海小､1面L弓X11唾や缶

鳥獣対策室長‘

寺島反子

阿部尚人

技術普及課長

牛産盗鐡対密室尾

長輝徹昭

吉田剛

次長（農林水産ｷ日当）

総務課長

前田・努

八幡道典 (自然環境院 ）

内閣府大臣政務官

内閣府大臣政務官

自見はなこ

中野英幸

凹妖密出宮(斬顧鯛｡.声帛庵薬） 高橘孝雄 ． 整備部長 u｣健治 ■業環境対策課長 佇聴夏人 ‘ 主計官（盟林水産係担当） 河口健児 局長 奥田直久 ．． 内閣官房副長官 木原誠二

祐術鰡梧審議官 川合豊彦． 麗地資源課長 荻野憲一 果樹･茶グループ長 仙波徹 野牛生物課長 ’ 中澤圭一 内閣官房副長官 磯崎仁彦

予算課長 押切光弘 防災課長 細井和夫 農産政策部長 松本平 【文部科学省】 【消費者E :】 内閣官房副長官 栗生俊一

商誇員 2尾 小林大樹 災害対策室長 能見智人 企画鰹長 三野敏克 文部科学大臣 永岡桂子 消費者庁長官 新井ゆたか

鈷諦1

苫二一-一

文策室長

(経営局）｛

1-2原健一

E賀県

水資源課長 R砲ﾉｺｷU廷 貿易業務課長 平野頁一 文部科学副大臣

エ百pや+子由U八E己

簗和生

井出庸生

次長

政策立案総括審議官

黒田帛十

片岡進

【TPP等政府対台竃
－L面一一晶一吟夕 一h－一

政務調整統括官

本部】

局長 村井正親 (技術会盟享務局）佐賀県 （新事業・食品産業 瓠）愛睡県 文部科学大臣政務官 伊藤孝江 国内調整統括官 武藤功哉

審議官(兼経営局） 松尾浩則 事務局長 川合豊彦 部長 宮浦浩司 文部科学大臣政務官 山本左近 .【経済産業省】 【国 蓋 ﾐ】

審議官(兼経営局） 長井俊彦 研究縄務官 1U円広明 新事業・倉吊産業政策課長 萩原英樹 文部科学事務次官． 柳 孝 経済産業大臣 西村康稔 衆議院議長 細田博之

総務課長 平山潤一郎 研究総務官 中澤克典 食品流通課長 武田裕紀 文部科学審議官 伯井美徳 経済産業副大臣 中谷真一 衆議院副議長 海汀用万里

経営政策課長 日向彰 【厚生労働1 i】 食品製拮課長 渡邉顕太郎 文部科学審議官 増子宏 経済産業副大臣 太田房江 衆議院農林水産委員長 笹川博義

担い手総合対策室長 藤田裕一 厚生労働大臣 加藤勝信 基準認胃iF宰痔 伊藤里香子 経済産業大臣政務官 長峯誠 参議院議長 尾辻秀久

農地政策課長 望月健司 厚生労働副大臣 伊佐進一 外食・食文化課長 須永新平 （初等中等教1
＝、

Jコノ 経済産業大臣政務官 里見隆洽 参議院副議長 長浜博行

蔑地集積・集約化促進宰晨 前川光舂 厚生労働副大臣 羽生田俊、 局長 藤原章夫 経済産業事務次官 多田明弘 参議院農林水産委員長 山下雄平 ．

就屡・女性課長 尾室幸子 厚生労働大臣政務官 畦元将吾 審議官（初等中等教育局） 安彦広斉 経済産業審議官 平井裕秀 【自＃由.民‘主党.】 和欧山県

令融調望課長 中尾学 厚生労働大臣政務官 本田顕子 （輸出｡国際辰 ）遷唄園 健康教育・食育課長 南野圭史 幹事長 茂木敏充

保険課長 宮田龍栄 厚生労働事務次官 大島一博 局長 水野政義 幹事長代行 梶山弘志

保険監理官 土居下充洋 厚生労働審議官 小林洋司 砧tH限准＝咽官（舵鯖出・国螺局） 山口靖 【法務省】 ． 【外務省】 幹事長代理 伊藤逹也

（消当費･安全局； ‘'和欧山県 爾旧官（減賄出・国照局・交渉脳括） 牛草哲朗 法務大臣 齋藤健 外務大臣 林芳正 幹事長代理 上川陽子

局長 森 健 (健康局 ■図画【照日出･国距･断面璽・倉帛面面 安楽岡武 法務副大臣 門u｣宏哲 外務副大臣 山田賢司 幹事長代理． 井卜信治

審識官(兼消費･･安全局｝ 坂田進 局長 佐原康之 総務課長 高山成年 法務大臣政務官 高見康裕 外務副大臣 武井俊輔 幹事長代理 牧野たかお

畜湛官（兼消費･‘安全局兼

堕出呉_国麗屋上_….－－
縄務課長

熊谷法夫

平中隆司

客lE官(健康、生活衛生、 ［~11愈腿匝管

理､ ｱﾙｺｰﾙ健康障害対魔、災害対顔担当1

総務課長

烏井陽一

岡部史哉

国際政策室長

輸上H作画課長

新藤光明

伊藤優志

法務事務次官 川原隆司 ． 外務大臣政務官

外務大臣政務官

秋本真利

高木啓

縄務会長

政務調杳会得

遠藤利明

萩生田光一

消■者行政・食音課長 伊佐寛 健康課長 佐々木孝治 輸出支援課長 望月光顕 (出入園存留管理庁） ． 外務大臣政務官 吉川ゆうみ 果樹園業振興議員亜鴎呉再 石田真敏 ．

食品安全政策課長 古畑．徹 保健指導官 五十嵐久美子 参事官（規制対策） 内田博文 長官 菊池浩 外務事務次官 森健良 屡林水産関係団体委員長 宮路拓馬

■産蜜全管理課長 石岡知洋 国際経済課長 尾崎道 次長 西山卓爾 大臣秘書官 宮本賢一 政務§囿杳会屡林部会長 武部．新

亜薬対策室長 楠川雅史 〔医薬・生活衛 三局） 知的財産課長 松本修一 審議官 福原道雄 外務審議官（政務） 山田重夫 蝋合属林政策調杳会 江藤拓

楯物防漉誤長 尾室義典 生活衛生・食品安全審議官 佐々木昌弘 審議官 中川勉 外務審議官（経済） 小野啓一

防疫対策室長 羽石洋平 合計 ●189名



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議・河原崎聖）

轄理番号 2－6－5－反2

経費項目 忽電 研修費･圃就報費･蕊識儲瀧債･会議費･資料作成費･資繩鴬入費･事務費･事獅f費･人件費

内 容 第15回日本自治創造学会研究大会

全国みかん生産県議会議員対策協議会

年月 日 令和5年5月24日～令和5年5月25日 金額 15,000円

目的

1日本自治創造学会研究大会

地域に根差した実践的な研究と会員相互の交流を通じて、地域主権国家にふさわし

い自立・自律的な地方自治を創造するための研究大会

2全国みかん生産県議会議員対策協議会

みかん生産に関する国及び他県との意見交換

使途 宿泊費

政務活動．

県政との

関連性

1 日本自治創造学会研究大会

これからの県政と関わりのある様々な政策分野を研究大会で調査研究することで、

県内の自治体の地域活性化施策提言に生かすろ

2全国みかん生産県議会議員対策協議会

柑橘生産地の体質強化に関する提案により、本県のみかん産業の振興を図る。

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

15,000円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

15,000円
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RqkutenTravel
-

領収書

あんどうきよし様 伝票番号： 149286330

あんどうきよし

15，000円

ホテルリンデン

東京都文京区湯島3-5-10

23-05-24

23－05－25

大人1名様

RYaOgjOsfn

宿泊代金としてクレジットカード決済

2023/06/03

お名前

金額

宿泊施設

宿泊施設住所

チエックイン曰

チェックアウト曰

人数

予約番号

但し

発行日

鱗
楽天グループ株式会社
〒158-0094東京都世B谷厭

楽天クリムゾンハウス

https:"travelrakutencojp/

ご利用ありがとうございました｡



様式第1－2号

支出証拠書（各種団体会費）

燕･斜て頚：蝋釣
政務活動費支出額(a×b)案分率(b)

／

領収書金額(a)案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。
1,833円100％1,833円

会の趣旨．

目 的

地域に根差した実践的な研究と会員相互の交流を起し~L、
古寺一向窪餉か紬指白今方ﾝ合||;告する←

:唖以ゴニ"筐国手Yｰvさぅc4ノL/v

会の活動

内容等

研究大会の開催、 会員相互の意見交換･政策発表、国と地方の役割の兄Eし寺に|矢｣ ヲ
ス稲ヶ篝ｵ異三葬矛千月一

政務活動

県政との

関連性

県政と関わりのある様々な政策分野を研究大会などで取り上げている。
握し、今後の県政に生かす6

その内容を把



平2－6－5－

日本自治創造学会規約

第1条（名称）

1）本会は、 日本自治創造学会と称する。

2）本会の英語名は、 TheJapaneseSocietyforLocalDemocracyとする。

第2条（事務所）

本会の事務所は、理事会で定めるところに置く。

第3条（目的）

本会は、市民的な視野に立ち、学術と実践の知的交流を通じて日本の再生、地方自治

の創造をめざそうとするものである。特に地方議会の議員を中心に、 自治体の首長な

ども加えて地域に根ざした実践的な研究及び会員相互の交流を通じて、地域主権国家

にふさわしい自立・自律的な地方自治を創造することを目的とする。

第4条（事業）

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1）学術シンポジューム、研究発表の交流大会の開催

2）各種機関と連携し、会員への情報の提供

3）機関誌の発行、及び必要に応じ図書の刊行

第5条（会員）

地方自治またはこれに関連する実践者及びこれに関する研究、関心を有する者は、本

会会員となることができる。

1）地方議員、首長、 自治体職員

2）地方自治に関心のある市民及び団体、研究者

第6条（入会）

会員になることを希望する者は、理事会に申込みその承諾を受けなければならない。

第7条（会費）

1）会員は、総会の定めるところにより、会費を納めねばならない。

2）会費を瀞内する場合は、理事会において退会させることができる。

日本自治創造学会会費規則

第1条

会費は次の通りとする。

1）正会員は年会費2,000円とする。

2）大学院生は年会費2,000円とする。

第2条

会費の納入は、年額前払いとする。

第3条

会員が退会したときは、既納の会費は、一切返金しない。



様式第1－1号

支出証拠書
g

（会派名・議員氏名自民改革会議・河原崎聖）

整理番号

経費項目 ﾖ濫研糖･研修費･広聴広報費･野瀬艤諦婚･会議費･資料続費 事務費･謡翔漬･人件費

内 容 新聞購読料

年月 日 令和5年5月10日～令和年月 日 金 額 4,300円

目的 県内外の政治、経済に関する情報の把握

使途 日本経済新聞電子版5月分（概要は別紙のとおり）

関連性

政務活動を行う上での基本となる情報を収集する。

く領収書貼付枠＞

領収書は別紙のとおり

日経新聞紙版は､経済情報の資料の一つとして、また､議員活動のための拠点である事務所
内の資料として活用している。このほかに日経新聞電子版は、 日経新聞紙版の朝刊・夕刊の

掲載記事に加え､電子版オリジナル記事を幅広く提供されている。日経新聞紙版が毎日約300

本の記事のところ、 日経新聞電子版は毎日約1,000本の情報が配信されており、 日経新聞紙

版だけでは手に入らない速報やニュースの解説､専門情報が入手でき、議員活動に非常に役
京っている。

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

4,300円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

4,300円
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＜⑨ Appleからの領収書です八v

APPLEID

書類番号

172661760726

ご注文番号

MNOBNL900Q

日付

2023年5月10日

請求先

■■■■■■
ANDOKIYOSHI

427-0018

静岡県島田市旭3丁目15番10号

JPN

AppStore

日本経済新聞電子版
日経電子版有料会員(月額）

更新：2023年6月6日

問題を報告する
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様式第1－1号

…

聿
冒支出証拠

子T｢百I|害旦猩
邑氏采

政務活動費支出額(a×b)案分率(b)

／

領収書金額(a)案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。
8,200円100％8,200円

’

整理番号

経費項目 調査研嶺･研修費･広聴広報費･舞猟誇鰯漬･会譲･資料作成費 事務費･事諏漬 ･人件費

内 容 新聞購読料

年月 日

、

令和5年5月31日～令和年月 日 金 額 8,200円

目的 県内外の政治、経済に関する情報の把握

使途 静岡新聞、 日本経済新聞5月分

関連性

政務活動を行う上での基本となる情報を収集する。

く領収書貼付枠＞
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領収証

河原崎聖 様

ご愛読いただきありがとうございます。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

2023年5月分

黙
(8% 8,200円）
(1nM OFI)

胎記金額正に領収致しました。

合曾卜金融

8，200 円

*は軽減税率対

樵静岡新聞
*日本経済新聞

部数

１
１

金訊

3,300

4,900

慨＃零



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議・河原崎聖）

鑿理番号 2－6－5－S久

経費項目 調査研繧･研修費･広聴広報費･嬬猟靜鰯債･会議費･資料侑漬 事務費･謡翻漬･人件費

内 容 新聞購読料

年月 日 令和5年5月31日～令和年月 日 金 額 4,400円

目的 県内外の政治、経済に関する情報の把握

使途 中日新聞5月分

政務活動．

県政との

関連性

政務活動を行う上での基本となる情報を収集する。

く領収割占付枠＞

i ー

l

I

I

●領収証

御仮屋町8855－2

河原崎聖様

，新間代のお支払いには、ぜひ口座振替を

： ご利用ください。 しましん・ JA大井川
・ゆうちよ・で取り扱っています。

|朝刊配達アルバイト募集中です。

総皇歯
( 121) 84.00集金

(8％ 4,400円） ‐‘ ．
(10% 0円）

ご愛読ありがとう

ございます。

赤井新
島田市野田1260

TEL37-3246

－－＝－－pPI

＝や一一一■ 0

やザ己候～壷＝ー一一屯＝■ 亘寺＝一＝■一一コーーデ一宇一= ‐■一一り 自一F 面面 ■可．壷画宇

銘柄名(*は軽減税率対猿） 部数 金額 備考

k中日新聞セット 1 4,400

画合計令額

4,400 閂

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

T貝llX言塞貝(aノ

4,400円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

4,400円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議・河原崎聖）

整理番号

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･鏑熊熱譲･会議費･資料{賊費 事務費･事務目漬･人件費

内 容 新聞購読料

年月 日 令和5年5月31日～令和年月 日 金 額 3,821円

目的 県内外の政治、経済に関する情報の把握

使途 聖教新聞、公明新聞5月分

政務活動。

県政との

関連性

政務活動を行う上での基本となる情報を収集する。
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

3,821円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

3,821円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議・河原崎聖）

整理番号

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･覇熊辮娠･会議費･資料I誠費･資総購ｽ費･事務費･事翻漬唖
内 容 琴員雇用

年月 日 令和5年5月1日～令和5年5月31日 金額 75,000円

目的 政務活動を補助する職員を雇用

使途 5月分給与

政務活動

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞
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給料支払明細書 令和5年5月分 ■■■■■■■

労働日数 自 5月1日～至5月31日 16 日

令和5年5月31日支給 支払者氏名静岡県議会議員河原崎

玉
控 ，除 額

控除項目 金額（円）

所得税 0

住民税 0

健康保険料 0

厚生年金 0

雇用保険料 0

その他の控除 0

控除額の合計 0

支 給 額

支給項目 金額（円）

基本給 146,000

交通費 4,000

その他の支給 0

支給額の合計 150,000 差し引き支給額

案分の理由

政務活動･後援会活動で

案分する。

領収書金額(a)

150,000円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

75,000円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議・河原崎聖）

整理番号

経費項目 調劃形濱･研修費 蕊繍隷鑛会議費資料権資繩鑛事務費…僻費

内 容 FM島田コーナー料

年月 日 令和5年5月31日～令和年月 日 金 額 33,000円

目的 県政に関する情報を広く地域住民に伝達する ○

使途 5月分コーナー料

政務活動

県政との

関連性

県政に関する情報をタイムリーに地域住民に伝える。

く領収書貼付枠＞
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

33,000円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

33,000円



様式第1－1－号

支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議・河原崎聖）

轄理番号

経費項目 調査研究費･研修費 嬬熊鞭鱸会議費鮮昨鑪資辮瀞畷事務費事緬費人件費

内 容 ホームページ管理料

年月 日 令和5年5月31日～令和年月 日 金 額 16,720円

目的 県政に係る情報等を広く県民に報告する。

使途 5月分管理料

政務活動・

県政との

関連性

県の施策､議会での発言内容､政務活動状況などを掲載し､情報を広く伝えるとともに
意見を聴取し、県政に反映させる。

く領収書貼付枠＞

ホームページ管理料16,500円

振込斡料 220円

計 16,720円

日
ﾛ

ﾛ

L

C

I

C

q

跡匪M…
ご利用ありがとう

内容をご確認いた

ご
だ
ざいます。

きお持ち帰りください。 ． ‘

06.520.38 (裏面もご覧ください）

年月 日

05.I 1RIql

振替先店番･科目･口座番号
F 1

f

U

｢1R7

銀行番号 店番号 科目 口座番号

＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

お取扱店 お取引内容 お取引金額

0172 1電信 f i入 ￥16，5〔

淑扱獺| (TTb 1両1 it(i PhWw7!n脚hW",!d"ht
上 I

おつり 残 高

ｷｬｯｼﾝｸﾞ 手.数料

￥220鶚計nn,RR
お取扱い
できない場合

シスuオカ

ササカ帆t

普通0480639

イマヮロテ“サ帆イン コイケ トシヒコ様

カヮラサ､､キキョヵ、“ョ様
TFI nR47qER7nn

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

16,720円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

16,720円



様式第1－1号

「雲霧号~］ 2－6－5－e

支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議・河原崎聖）

経費項目 調査研究費研修費広聴醗費蕊朧無鱸会議費鋼癖資料購入費騒識潰人件費
内 容 インターネットアプリ利用料

年月 日 令和5年5月1日～令和年月 日 金 額 1,280円

目的 政務活動のための日常業務の事務効率の向上

使途 Microsoft365Personal 5月分利用料

関連性

常に最新のOfficeアプリケーションが使用でき、政務活重hを行う上での基本となる諸

資料・情報の管理事務の向上が図られる。

く領収書貼付枠＞

領収書は別紙のとおり

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

1,280円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

・ 1,280円
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< Appleからの領収書です八v

書類番号

156658742002

ご注文番号

MNOBMMXWBY

日付

2023年5月1日

請求先

■■■■
ANDOKIYOSHI

427-0018

静岡県島田市旭3丁目15番10号

JPN

AppStore

Micl℃softWold

Micl℃SO代365Personal (月額）

更新：2023年5月23日

問題を報告する
’

¥1,280



様式第1－1号

聿
冒支出証拠

Zi ・号

整理番号 2－6－5－Gさ

経費項目 繩研嶺･研修費･広聴広報費･嬬鮮譜鋤費･会議費･資料侑媛･資繩静費⑳銅漬･人件費

内 容 自動車リース料

年月 日 令和5年6月5日～令和年月 日 金 額 9,807円

目的 政務活動のため必要な移動を行う。

使途 5月分リース料

関連性

会合に出席したり、現地調査を行うことで、必要な情報を得ることができ、また、必要
なコミュニケーションを円滑にし、県政に反映させる。

く領収書貼付枠＞

別紙

利用割合が正確に把握できないため、充当限度割合(後援会活動1/2．政務活動1/2)により按分。
1か月分の充当可能額9,807円

(26,546-1,025-7,056＋1,148)×1/2=9,806.5円=9,807円

＊リース料1か月分26,546円

I

重量税1か月分49,200×1/48=1,025円

メンテナンス料1か月分338,679×1/48＝7,055.8＝7,056円

オイル代lか月分55,108×1/48＝1,148.0833＝1,148円

案分の理由

政務活動と後援会とで

案分する。

領収書金額(a)

19,613円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

9,807円
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様式第1－1号

聿
自支出証拠

汀'百I|塵且E

政務活動費支出額(a×b)案分率(b)

1／4

領収書金額(a)案分の理由

政務活動・後援会活動・

私用で按分する。 5,365円％21,461円

薬理番号 2－6－5－ヅア

経費項目 調査研究費･研修費･広獅報費･鶏謝靜瀧噴含議費資料械費資料購磧慰事調費人件費
内 容 携帯電話・タブレット・固定毒舌料金

年月 日 令和5年6月12日～令和年月 日 金 額 5,365円

目的 政務活動のための日常業務において必要な諸連絡を行う。

使途 4月利用・ 5月請求分

関連性

政務活動を行う上での基本となる諸連絡を行う。

く領収書貼付枠＞

領収は別紙のとおり

①タブレット代1,100円十酷帯電話代12,303円十③固定電話代8,058円＝21,461円
21,461円×1/4=5,365.25円=5,365円
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尋他店を支払場所とする証券類を受入れた塲合は、お支払い金額報lに｢タケ:｡.」
と表示し、その右側に払戻しのできる予定の日を表示します。
なお、お支払可能時刻は、証券類の種類によこて異なります，
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2023年6月12日のご利用代金明細表

2023年5月25日発行

金融機関

華
一
龍

口座番号

お客様の個人情報保護のため、口座番号の下3桁を表示し
ておりません

各種ご照会・お申込みには会員番号が必要となりますので、お手元にカードをご用意
の上、お問い合わせください。

ﾕ回払いを除き、商品暇疵、役務の未提供などを理由にお支払いを止めることができ
る場合があります6

株式会社NTTドコモ

東京都千代田区永田町2丁目 11番1号
登録番号関東財務局長第01421号

お問合せ先お手元にカードをご用意のうえ、お手続きください。
｡カードゴールドデスク 0120-700-360（午前10:00～午後8:00年中無休※）
※ただし、午後6：00～午後8：00については、一部受付できない業務があります
クレジット紛失盗難0120-159-360 （24時間年中無休）

携帯電話に関するお問合せ0120-800-000 （午前9二00～午後8：00年中無休）
ホームページhttp://dcmx・jp/

お名前 安東聖様

お支払い日 2023年6月12日 （月）

お支払い合計額 37,517円

カスタマー番号

(サービス名称／
加入・切替日） 、

ﾛ■■■■■■■
2017年6月30日

ご利用日 ご利用店名
ご利用

金額

支払

区分

回
数

今
回

お支払い金額

(お支払い総額）

現地通貨額 略称

(内手数料）

換算レート 換算日

備考

安東聖様ご利用分■■■■■■■■■■
1 1

■■■■■■■■■■ I
■■■■■■■■■■ I

安東聖様ご利用分■■■■■■■■■

3＃ 23/04/30 ドコモご利用料金/iD 5月分 35,254 1 1 35‘254

￥ 23/04/30 ドコモ決済サービス等/i D 5月分 1,485 1 1 1,485

<お支払い金額総合計＞ 37,517



良一忽-ぐ-ヅ
門匿芯司＝,7，1－宮守圭一君,酉r,也繧圭宇’一吋1-がL,ぷ去弓一舞い生す_ ( 1/ 5ページ)d5EOmo

＊＊＊ユニパーサルサービス料について＊＊＊

ユーバーサルサービス料は、あまねく日本全国においてユニバーサルサービス（NTT東西の加入電諾等）の提供を確保するためにご負担いただく料金です。
なお、社団法人寵気通信事業者協会から1番号当たりの受用（番号単価）が公表されています。

i 内配項目金鰹(円):

！
BREAゆりⅧ』
BY,MTEGURMWm

内駅金額(円)’
岨0叩r（圧N)も

内駅等詳細
①ETAI鴎OF BRE“0W、

税区分

何脚

【合計請求額の請求内訳】 詳細は電話番号毎内訳をご覧ください。

◇基本使用料等（計）
18,080

18,080 基本使用料
合算

◇通話料・通信料（計）
4.108

90 5G．SMS通信料
合算

1,700 音声オプション定額料
合算

2‘832 国内通話料（ドコモ光電話）
合算

-480 繰越適用額（ドコモ光電話）
合算

毛4 当月無料彌話滴用額（ドコモ光電話）
合算

30 他社接続料（ドコモ光電話）
合算

◇その他ご利用料金等（計）
3，238

3,220 付加機能使用料等
合算

12 ユニバーサルサービス料
合算

6 電話リレーサービス料
合算

◇端末等代金分割支払金
5.406

5,406 端末等代金分割支払金
非対象等

◇決済サービス代金等（計）
3，366

1,485 d払い等（ご利用代金／継続課金）
非対象等

1,881 spモード決済（料金回収代行／継続課金分）
内説

◇消喪税等相当額（計）
2.541

2,541 消饗税等相当額（合計） 合算表示の料金合計×10％

◇合計
36．739

36,739 合計 (4回線請求分）

、



cZ-3-ぐ-31

ｸ〃

1

内訳項目金額（円)！
BRE州､O刑

』

内訳金額（円)、

岨OUⅢ: （Y副)

｡

』

(DET

夢詳細
BRE“0”

税区分

（ 何脚

■■■■■■■■■■ ご利用期間（4／1～4／3o）

一一、

◇基本使用料等(ッ
〆

1,000 ノ 1,m0 5Gデータプラス 合算

L－．＝ / 700 (内訳） 5Gデータプラス

一
テ

3㈹ (内訳) spモード利用料

0 (参考）高速通信ご利用データ量は 3． 5G 合算

※代表回線利用データ量にも含まれます

◇その他ご利用料金等（計）
3

2 ユニバーサルサービス料／基本 1番号あたり2円のご鯖求となります 合算

1 電話リレーサービス料／基本 1番号あたり~1円のご鯖求となります 合算

◇決済サービス代金等（計）
2． 123

660 d払い等（ご利用代金／継続裸金） 5月請求分 非対象等

1,463 spモード決済（料金回収代行／継続謀金分） 5月鯖求分 内税

◇消費説等相当額（計）
100

1印 消費税等相当額（合計） 合算表示の料金合計x1o艶

◇合計
3,226 3，226 合計

＜NTTドコモからのお知らせ＞

○継続利用期間は、 4月末で 9年5か月となりました。

○ポイントのお知らせ

4月ご利用分に対する獲得ポイントは、 1COです。

(ポイント進呈の対象になるご利用金額は、 T， oo3円です。 ）

※その他の獲得ポイントはWEBをご確認ください。
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③（母』伊紬' ﾉァグク（1ノx/､ fa1 』

､手塗

内訳項目金額(円)、 ，
BREA即OWN1 ，
－■■b 一■一一＝一一■酢へ■一命

1

1
0

｣内訳金額! （円〉
『 ，AunW耐耐EBn， 夕

I 内駅等詳細 ‘
(DETAI鴎OFBREAKOO刑)‘ ，

I説区分
（、，

■■■■■■■■■■ ご利用期間（4／1～4／30）

＝
二一

~、
、

◇基本使用料等(計ﾉ／4.480 / 5,480 5Gギガホプレミア 3GB超 合算

、一〆 6,350 内訳 5Gギガホプレミア

-1,㈹0 内訳 みんなドコモ割 3回線以上

－170 内訳 dカードお支払割

3” 内訳 spモード利用料

0 参考 高速通信ご利用データ量Iま 45． 9G 合算

-1,0㈹ ドコモ光セット割 合算

／ 1
◇通語料･通信料i計） 1,790

ノ

／ 90 5G．SMS通信料 4月ご利用分 合算

－－
･〆 1,7叩 かけ放題オプション定額料 合算

◇その他ご利用料金等（計）
2，123

3叩 留守番電話サービス利用料 合算

2” キャッチホン利用料 合算

1” メロディコール利用料 合算

-2” オプションパック割引料 (留守・キャッチ・メロディ・転送） 合算

1“ my da i z/iコンシエル利用料 合算

380 スゴ得コンテンツ利用料 合算

4“ クラウド容量オプション利用料（5OGB） 合算

－380 いちおしパック割引料 合算

2㈹ あんしんセキュリティ利用料 合算

1,血 ケータイ補償サービス（1， 000円コース） 合算

4” あんしん遠隔サポート利用料 合算

－380 あんしんパックモバイル割引 合算

50 ケータイお探しサービス利用料 合算

-50 ケータイお探しサービス割引料 合算

2 ユニバーサルサービス料／基本 1番号あたり2円のご請求となります 合算

1 電話リレーサービス料／基本 1番号あたり~1円のご請求となります 合算

／一一一、 I

◇端末等代金分割支払金
／ 5,406/

I

5,406 端末等代金分割支払金 1B回目のご請求です。 （全24回） 非対象等

一一一一ﾌ／ ご請求は2o23年11月請求迄で、分割支払金残額は 145， 830円です。

0 内、残価額は T1B， 800円です。 非対象等

◇決済サービス代金等（計）
1，243

825 d払い等（ご利用代金／継続課金） 5月請求分 非対象等

418 spモード決済（料金回収代行／継続課金分） 5月請求分 内税

◇消費税等相当額（計）
839

839 消受税等相当額（合計） 合算表示の料金合計×1o％

◇合計
15,881 15,881 合計

＜NTTドコモからのお知らせ＞

○継続利用期間は、4月末で 25年6か月となりました。

○ポイントのお知らせ

4月ご利用分に対する獲得ポイントは、 BOOです。

(ポイント進呈の対象になるご利用金額は、 8， 39G円です。 ）

※その他の獲得ポイントはWEBをご確認ください。
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内訳項目金額､ （円)

BREAKDOWN「
穴､幻 角■寺PR碗R凹”凹面『、

内駅金額' (円)’

‘ 畑OUNr‘附即 ,1

1 ‘ 内駅等詳細 一
①E砧ILS OF BREAKDOWN)‘ｲ

‘税区分

f『航)｡

ﾛ■■■■■■■■ ご利用期間（4／1～4／3o）

◇基本使用料等（計）
6,700

5,2” 戸建・タイプA／西 合算

0 (参考) plala利用
合算

1,5” ドコモ光電話バリュー基本使用料 480円の通話料を含みます。 合算

光電話番号：O547－36－5700

◇通話料・通信料（計）
320

864 国内通話料 3月ご利用分 合算

-480 繰越適用額 2月ご利用分からの繰越額は480円 合算

-64 無料通話適用分 3月ご利用分 合算

0 (参考）翌月ご請求分への光電話くりこし無料通話分は 4．16円です。 合算

◇その他ご利用料金等（計）
306

2㈹ ダブルチヤネル 合算

1卯 追加番号 契約 合算

2 ユニバーサルサービス料／基本 番号あたり2円のご請求となります 合算

2 ユニバーサルサービス料／基本（追加番号） 番号あたり2円のご請求となります 合算

1 電話リレーサービス料／基本 番号あたり1円のご請求となります 合算

1 電話リレーサービス料／基本（追加番号） 番号あたり1円のご請求となります 合算

◇消喪税等相当額（計）
・ 732

732 消費税等相当額（合計） 合算表示の料金合計x1o％

一

／
、

、 〆、

◇合計
8.058 ／ 8,058 合討(､j

ミー ノミノ
－－一

＜NTTドコモからのお知らせ＞

○継続利用期間は、4月末で 3年7か月となりました。

○ドコモ光／戸建のご契約期間は4月末で 1年7か月となりました。

○ポイントのお知らせ

4月ご利用分に対する獲得ポイントは、 700です。

(ポイント進呈の対象になるご利用金額は、 7， 326円です。 ）

※その他の獲得ポイントはWEBをご確認ください。


